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多治見市役所文化スポーツ課                                        

 

「注意事項」  

  
 

 

 

1. 市外の方（在勤者を除く）が利用することはできません。 

※団体の指導者はこの限りではありません。 

2. 政治、宗教活動または営利目的で利用することはできません。 

※月謝などを徴収している団体は、収支報告書等を提出していただく場合があります。 

3. 同伴者・見学者の出したごみも代表者の責任として持ち帰ってください。 

※利用後のごみの散乱、飲食物のごみの放置などは、翌朝に学校職員が片づけている 

 現状です。ごみは一切残さないようにしてください。 

4. 学校敷地内は火気厳禁・禁煙です。 

※タバコ、花火、ストーブなどは発覚次第、登録を抹消します。 

5. 学校施設の使用に直接関係ない電気機器の持ち込みをしないでください。 

※ポット、電気カーペット、電気ストーブ等 

6. 利用時間を厳守してください。 

※時間内に敷地内から退出してください。 

7. 自動車・自転車は定められた場所に駐車してください。 

※駐車場には限りがあります。できる限り乗り合わせるなどをしてください。指定 

場所以外の駐車はしないでください。 

※許可を受けた利用時間以外の駐車はできません。 

※特に、土・日曜日等で試合や遠征に出かける際、乗り合わせ等のための駐車は厳禁 

とします。（申請団体の駐車に支障があります） 

8. バレーボール、バドミントン等の支柱の取り扱いについては、床面を傷つけないように

十分注意してください。 

9. 学校施設利用団体登録申請書の内容に沿って利用してください。 

※申請内容と異なる使い方はできません。 

10. 利用の権利は譲渡・転貸できません。 

11. 気象に関する警報の発表があったときは利用できません。 

※気象に関する警報の発表がない場合でも、代表者は安全に留意して判断してくださ

い。 

 

 

 

重要 
学校施設の利用にあたって、さまざまな苦情・トラブルが発生

しています。マナーとモラルを守ってご利用ください。 


